
 

群馬県優良浄化槽認定制度 
のご案内 

 

「優良浄化槽認定制度」は、適正に管理され、下水道と同等のきれいな水が安定的に流れて

いる県内の合併処理浄化槽を認定するものです。群馬県浄化槽関係四団体は、浄化槽にかか

わる業界団体として、この制度の普及を通して群馬県の水環境の保全に貢献して参ります。 

 
合併処理浄化槽は、トイレはもちろん、台所や洗濯などの雑排水も

きれいに処理でき、下水道と同等の機能をもっています。しかし、

その機能を十分に発揮させるためには、管理が重要です。特に、合

併処理浄化槽は、各戸に設置されている小規模な施設ですので、き

め細かで高度な管理が必要です。 

 

管理の基本は、①定期的な保守点検と、②年１回の清掃（一部の単

独処理浄化槽は２回）、③年１回の法定検査の受検です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県優良認定浄化槽は、 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優良認定浄化槽の普及が進み、高崎市内の身近な水路や川がより一層きれいになりますよ

う、皆様のご協力をお願いします。 

 

 

 

 

優良認定実施主体 群馬県浄化槽関係四団体 

(一社)群馬県浄化槽協会 (一社)群馬県環境保全協会 (一社)群馬県計量協会環境分科会 (公財)群馬県環境検査事業団     

連絡先：事務局 (公財)群馬県環境検査事業団内 TEL 027-280-5222 

 

優良浄化槽認定シール 

お問い合わせ先 

 

①合併処理浄化槽であること 

②正しく施工されていること 

③適正に維持管理されていること 

④水質が良好に保たれていること 

の４つの条件を満たす 

浄化槽です。 

優良認定浄化槽 

優良認定浄化槽は、下水道と同等の社会基盤です。 

 
 

 

 

設備・管理・放流水

の状況を検査 

  

 

 
たまった汚泥や 
固形物の引き抜き 
各装置をリセット 

  
 

 

装置の点検・調整 

消毒薬の補充など 

  


